
仕  様  書  

                     環境政策局適正処理施設部施設管理課  
                     （担当 高内、上田 電話 222－3964）  

件  名 令和８年度京都市西部圧縮梱包施設浄化槽保守管理業務委託 
委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
契約条件 １ 総則 

（１）本仕様書は、京都市（以下「甲」という。）が、京都市西部圧縮梱包施設 
  の浄化槽保守管理業務を受託人（以下「乙」という。）に委託する際に必要 
  な事項を定めるものである。 
（２）乙は、本業務の履行にあたっては、京都市契約事務規則、関係法令を遵 
  守するとともに、本仕様書に基づき誠実に行うこと。なお、本仕様書に記 
  載のない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議し、別途定める。 
（３）乙が、その履行に関し本仕様書に従わないときは、業務の全部または一 
  部の中止を命ずることがある。なお、この場合に乙に損害を生じることが 
  あっても、甲は一切その責任を負わない。 
（４）業務の実施にあたり、施設に破損等が生じた場合は、乙の責任において 
  賠償すること。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについ 
  ては、この限りではない。 
 
２ 履行場所 
  京都市西京区大枝沓掛町２６番地 地内 京都市西部圧縮梱包施設 
 
３ 委託する浄化槽 
  １基（別紙１） 
 
４ 委託業務内容 
（１）保守点検 
  ア 環境省関係浄化槽法施行規則第２条に定める保守点検の技術上の基準 
   に基づき実施すること。なお、薬品の補充を行うこと。 
  イ 実施回数は、環境省関係浄化槽法施行規則第６条第２項に基づき、４ 
   回とする。実施月は、６月、９月、１２月、３月とする。 
（２）清掃 
  ア 環境省関係浄化槽法施行規則第３条に定める清掃の技術上の基準に基 
   づき実施すること。 
  イ 実施回数は、浄化槽法第１０条第１項に基づき、１回とする。実施月 
   は３月とする。 
（３）臨時点検 
   浄化槽の運用中に不具合が認められた場合は、環境政策局適正処理施設 
  部施設管理課に所属する担当職員（以下「監督職員」という。）からの連絡 
  を受けて速やかに点検を行うこと。 



 

（４）点検、清掃に用いる機材及び薬品については、乙が負担するものとする。 
（５）点検の結果、補修や部品交換等が必要な場合は、監督職員と協議するも 
  のとする。 
（６）業務の実施に伴い発生するごみ、汚泥等については、関係法令等に従い 
  適切に処理すること。 
 
５ 資格要件 
  乙は、下記の資格要件を満たしているものとする。また、各資格要件を証 
 する書面の写しを提出すること。 
（１）京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第６条第１項の規定に基 
  づき、登録を受けていること。 
（２）浄化槽法第３５条第１項の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可を受けて 
  いること。 
（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定に基づき、一般 
  廃棄物処理業の許可を受けていること。 
（４）浄化槽法第４５条第１項の規定に基づく浄化槽管理士である自社社員に 
  保守点検及び臨時点検を実施させること。 
（５）酸素欠乏・硫化水素危険作業となる場合は、自社社員の中から労働安全 
  衛生法に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任し、必要な措置を講じるこ 
  と。 
 
６ 業務の報告 
  乙は、各委託業務終了後、直ちに報告書を作成して監督職員または甲が契 
 約する「京都市西部圧縮梱包施設運転維持管理業務委託」受託人のうち監督 
 職員が委任した者に提出し、確認を受けること。 
 
７ 委託料の支払い 
  委託料については、受託者からの請求に基づき、６箇月分を年２回に分割

して支払う。なお、１回の支払金額は委託料総額の２分の１とし、支払金額

に端数が生じる場合は、１回目の支払金額で調整することとする。 
 
８ その他 
  本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は、別途契約する。 
 
 
 

 



 

別紙１ 

 

 

【浄化槽仕様】 

 メーカー   フジクリーン工業株式会社 ＣＳＬ－１８型 

 人槽     １８人槽 

 形式     担体流動生物濾過方式 

 数量     １基 

 

【主な機器】 

 原水槽用ブロワ   １台 

 散気／逆洗用ブロワ １台 

 原水ポンプ     ２台 

 放流ポンプ     ２台 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


